
 

 

参考：厚生労働省作成リーフレット 



 

 福岡県ホームページでもご案内しております。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouhyou-sisutemu.html 



 

①介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知事に報告。 

②都道府県知事は、介護サービス事業者の経営情報に関する調査及び分析を行い、厚生労働大臣にも報告。 

③厚生労働大臣は、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースを整備し、経営情報の把握・分析、結果の公表。  

介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等制度について 
 

１ 制度の趣旨 

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等

による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や

災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 ３年に１度の介護事業経営実

態調査を補完する必要があります。 

このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かり

やすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和６年（2024年）４月から創設

されています。 

 

２ 制度の概要 

  介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス経営情報を報告する必要があります｡報告された情報はグルー

ピングされ、その分析結果が公表されます。 

 

（報告の内容）※必須項目のみ抜粋 

(1) 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報 

   (2) 事業所又は施設の収益及び費用の内容 

   (3) 事業所又は施設の職員の職種別人数 

   (4) その他必要な事項 

 

（報告の単位） 

 介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業

所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することと

しても差し支えないものとします。 

 

（報告の期限） 

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、当該介護サービス事業

者の毎会計年度終了後、３月以内に行うものとします。 
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３ 対象事業 

 (1) 対象となるサービス 

   訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、通所介

護、（介護予防） 通所リハビリテーション、（介護予防） 短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護（介

護保険法施行規則第14 条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、（介護予防）特定施設入居者生活介護（養

護老人ホームに係るものを除く。）、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介

護予防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護（養護老人ホームに係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介護）、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス 

 

  (2) 対象とならないサービス 

① 介護保険法（以下「法」という。）第71条第１項本文の規定に基づき、法第41条第１項本文の指定があっ

たものとみなすもの、法第72条第１項本文の規定に基づき、法第41条第１項の本文の指定があったものと

みなすもの、又は法第115条の 11において準用する法第71条第１項本文及び法第72条第１項の規定に基づ

き、法第53条第１項本文の指定があったとみなすもの(以下「みなし指定」という。)については、みなし指

定となって１年を経過していない場合。 

・ 病院・診療所における（介護予防）訪問看護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護老人保健施設における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介

護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護医療院における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）

通所リハビリテーション 

 また、（介護予防）短期入所療養介護の事業所のうち、有床診療所の一般病床。 

 

② 既存の事業者で、当該会計年度に受領した介護報酬（利用者負担額を含む。）の額が、居宅サービス及び介

護予防サービスのいずれの事業でも１００万円を超えない事業者。 

 

４ 報告の流れ 

(1) ＧビズＩＤのアカウントの取得 

 報告に使用するシステムにログインするには、ＧビズＩＤのアカウントが必要です。早めのアカウントの取

得をお願いいたします。 

 

(2) 報告 

 毎会計年度終了後、当該会計年度に受領した介護報酬の額が１００万円を超える場合は、３月以内に報告を

行います。 

 

(3) グルーピング結果の公表 

 報告内容を厚生労働省及び県でグルーピングし、分析した結果を公表します。 

 

５ 行政処分 

介護サービス経営情報の調査・分析等制度は、介護保険法に基づくものです。 

① 報告を行わない。 

   ② 虚偽の報告を行う。 

 上記に該当する事業所に対しては、県が改善命令を出し、なお従わない場合は、指定若しくは許可の取消し、

又は指定若しくは許可の全部又は一部の効力を停止することがあります。 

 

６ 介護サービス情報公表との関係性 

 法 115 条の 35 の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度において、利用者の選択に資する

よう、介護サービス事業者は事業所の財務状況を公表することとなっていますが、当該制度により事業所の財務

状況がわかる書類を報告した場合であっても、本制度の対象事業所に該当する場合は別途報告が必要となります

のでご留意ください。 



 

介護サービス情報の公表制度について 

 

１ 制度の趣旨 

平成18年４月から、介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられています。 

  この制度は、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択（自己

決定）」を現実のサービス利用において保障するため、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判

断に資する介護サービス情報を、円滑かつ容易に取得できる環境整備を図ることを目的としています。 

 

２ 制度の概要 

  介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス情報を報告する必要があります｡報告された情報が記入漏れや

記入誤り等がなければ、報告した内容が公表されます。 

また、報告された情報の調査については、平成24年度以降は任意となっており、介護サービス事業者が希望

した場合に、事業所を訪問して実施します。 

平成30年度から、政令市（北九州市、福岡市）の事業所については、報告先及び調査の実施が、所管の政令

市になっています。 

（公表される内容） 

  (1) 基本情報 

事業所の所在地、定員、従業員数、利用料金等、事業所の概要となる情報 

  (2) 運営情報 

各マニュアルの有無、サービス記録の有無、財務状況がわかる書類等、事業所の運営上の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象事業 

 (1) 対象となるサービス 

   訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、通所介護、

（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）特定施設入居者生活介護 (養護老人ホームに係るものを除く。)、

（介護予防）福祉用具貸与、（介護予防）特定福祉用具販売、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所

療養介護（介護保険法施行規則（平成１１年厚令第３６号。）第１４条第４号及び第２２条の１４第４号に掲げる診

療所に係るものを除く。）、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、地域密着型通所介護、（介

護予防）認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定療養通所介護、夜間対応型訪問介護、（介護予防）小規模多機能型居宅

介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護）、介護医療院、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を除く。) 

  (2) 対象とならないサービス 

  ① 介護保険法（以下「法」という。）第71 条第１項本文の規定に基づき、法第41 条第１項本文の指定があった

ものとみなすもの、法第72 条第１項本文の規定に基づき、法第41 条第１項の本文の指定があったものとみな

すもの、又は法第115 条の11 において準用する法第71 条第１項本文及び法第72 条第１項の規定に基づき、

介護サービス事業者 

《基本情報》 

例）事業所の職員体制、設備・面積、 

     利用料金、サービス提供時間 等 

《運営情報》 

例）サービスに関するマニュアルの有無、身体

拘束を廃止する取組みの有無 等 

 

報 告 

福岡県又は政令市（北九州市、福岡市） 

利用者（高齢者）・利用者家族・ケアマネジャー等 

 

介護サービス情報に基づく比較検討により、サービス事業者を選択 

調査（確認）※希望した場合に実施 

 

公 表 



 

法第53 条第１項本文の指定があったとみなすもの(以下「みなし指定」という。)については、みなし指定とな

って１年を経過していない場合は対象外となります。 

・ 病院・診療所における（介護予防）訪問看護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護老人保健施設における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介

護予防）通所リハビリテーション 

・ 介護医療院における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）

通所リハビリテーション 

    また、（介護予防）短期入所療養介護の事業所のうち、平成21 年度から新たに提供可能となった有床診療所

の一般病床については、対象外となります。 

② 既存の事業者で、前年度に受領した介護報酬の額（利用者負担額を含む。）が、居宅サービス及び介護予防

サービスのいずれの事業でも１００万円を超えない事業者は報告対象外です。 

 

４ 情報公表事務の流れ 

 (1) 計画の策定 

   県（政令市）は、毎年、「介護サービス情報の報告に関する計画」、「調査事務に関する計画」及び「情報

公表事務に関する計画」を「介護サービス情報の公表制度に係る報告・調査・情報公表計画」（以下「計画」

という。）として一体的に定め、公表します。 

  (2) 通知 

   計画に基づき、対象事業者に報告に関する方法、手順及び提出締切等を記載した通知文書を送付します。 

  (3) 情報の報告 

   介護サービス事業者は、自らの責任において介護サービス情報(基本情報及び運営情報)を、インターネットを

通じて県（政令市）に報告します。 

 (4) 調査の申込み（調査を希望する場合のみ） 

   調査を希望する事業所は、県（政令市）が指定した方法に従い、調査希望の申込みを行います。 

(5) 調査の実施（調査を希望する場合のみ） 

  調査希望の申込み及び手数料の納付の確認後、調査する日程を決定し、県（政令市）が調査を実施します。 

(6) 情報の公表 

介護サービス情報をインターネット上で公表します。調査を希望する事業所は、調査結果に基づき、介護

サービス情報を公表します。 

 

５ 公表の時期 

  新しく指定を受けた事業所（新規事業所）は事業開始時、前年度から継続している事業所は１年に１回（県（政

令市）が定めた時）です。なお、新規事業者は、基本情報のみの公表となり、運営情報は公表免除になりますが、

事業開始後に任意で公表することは可能です。 

 

６ 手数料 

  公表手数料：なし  

調査手数料（調査を希望する場合に必要）：県又は政令市から通知します。 

 

７ 行政処分 

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づくものであり、①報告を行わない、②虚偽の報告を行う、

③調査を妨げる等の事例に該当する事業所に対しては、県が改善命令を出し、なお従わない場合は、指定若しく

は許可の取消し、又は指定若しくは許可の全部又は一部の効力を停止することがあります。 

 

８ 財務状況のわかる書類の公表について 

 令和６年度より、事業所の財務状況のわかる書類の報告が義務付けられております（新規指定の事業所が事業

開始時に報告を行う場合を除く）。※令和６年度より開始の「介護サービス事業者の経営情報の報告」とは別の報

告です。詳しくは福岡県ホームページ及び次頁のリーフレットをご覧ください。 

（福岡県ホームページ）https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouhyou-sisutemu.html 



○重要事項 入力画面 ※↓はログインした直後の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人のホームページで公開していない場合は、重要事項説明書を PDF、Excel 又は Word 
形式でアップロードする必要があります(令和７年度から義務付け)。 
 
 ウェブサイトへの掲載が必要となる重要事項（厚生労働省令により令和７年度から義務付け） 
について、情報公表システムへの掲載を希望される場合は、「手順３：事業所の特色」中の最下 
部「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」の「利用申込者のサービスの選択に資 
すると認められる重要事項（運営規程の概要等）」にてアップロードしてください。 
 
・ 法人のホームページで重要事項説明書等を既に公開している場合は、情報公表システムへ

の掲載は不要です。 
・ タイトルについては、「重要事項説明書」等、書類のタイトルを入力してください。 
・ 2MB を超えるファイルはアップロードできませんので、超えてしまう場合は、３つに分割し

ての掲載（ファイル３まで登録できます）、市販のソフトウェア等を使用したPDFファイルの軽
量化、Excel や Word ファイルによる掲載又は法人のホームページへの掲載等を検討してく
ださい。 

・ 令和７年度からの義務付けについては、福岡県ホームページに掲載の集団指導資料をご確
認ください（居宅介護支援及び地域密着型サービスについては各保険者にお問い合わせく
ださい）。 

まずはここが２０２５年度であることをご確認ください。２０２４年度と
表示されている場合は、右上の「ログアウト」から一度ログアウトして、ロ
グインし直す必要があります。 

①ファイルの 

アップロード 

②タイトルの入力 
（「重要事項説明書」等、書類のタイトルを入力してく

ださい） 

ファイル１～３とありますが、１つアップロードしていれば大丈夫です（３つのファイルに分かれている場合等に 
３つまでアップロードできるという意味です）。 

介護サービス情報報告システムでの
「重要事項説明書」の掲載方法 

r0078708
四角形


